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    平成３０年第１回甘楽町議会定例会会議録第１号     

 

平成３０年３月８日（木曜日） 

                                     

議事日程 第１号 

   平成３０年３月８日（木曜日）午後１時００分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 施政方針 

日程第 ５ 請願の委員会付託 

日程第 ６ 議案第 ８号 平成２９年度甘楽町一般会計補正予算（第５号） 

日程第 ７ 議案第 ９号 平成２９年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号） 

日程第 ８ 議案第１０号 平成２９年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号） 

日程第 ９ 議案第１１号 平成２９年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号） 

日程第１０ 議案第１２号 平成２９年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第１１ 議案第１３号 平成２９年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

日程第１２ 議案第１４号 平成２９年度甘楽町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 同意第 １号 甘楽町教育委員会委員の任命について 

日程第１４ 同意第 ２号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１５ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第１６ 議案第１５号 甘楽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の制定

について 

日程第１７ 議案第１６号 甘楽町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基
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準を定める条例の制定について 

日程第１８ 議案第１７号 甘楽町小規模企業振興条例の制定について 

日程第１９ 議案第１８号 甘楽町地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定につい

て 

日程第２０ 議案第１９号 甘楽町企業誘致促進条例の全部を改正する条例について 

日程第２１ 議案第２０号 甘楽町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第２１号 甘楽町ふるさとづくり寄附金条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第２３ 議案第２２号 甘楽町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に

関する条例の一部を改正する条例について 

日程第２４ 議案第２３号 甘楽町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第２５ 議案第２４号 甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第２６ 議案第２５号 甘楽町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第２７ 議案第２６号 甘楽町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第２８ 議案第２７号 甘楽町福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第２９ 議案第２８号 甘楽町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第３０ 議案第２９号 甘楽町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第３１ 議案第３０号 甘楽町指定地域密着型サービスの事業の人員、設置及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第３２ 議案第３１号 甘楽町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設置

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

日程第３３ 議案第３２号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 
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日程第３４ 議案第３３号 農業体験実習施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第３５ 議案第３４号 甘楽町都市公園条例の一部を改正する条例について 

日程第３６ 議案第３５号 甘楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第３７ 議案第３６号 甘楽町道路線の廃止について 

日程第３８ 議案第３７号 平成３０年度甘楽町一般会計予算 

日程第３９ 議案第３８号 平成３０年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第４０ 議案第３９号 平成３０年度甘楽町介護保険事業特別会計予算 

日程第４１ 議案第４０号 平成３０年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算 

日程第４２ 議案第４１号 平成３０年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算 

日程第４３ 議案第４２号 平成３０年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第４４ 議案第４３号 平成３０年度甘楽町水道事業会計予算 

                                     

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１１人） 

       １番  黒 澤   篤 君   ２番  相 川 忠 夫 君 

       ３番  金 田 倍 視 君   ４番  山 﨑 澄 子 君 

       ６番  江 原 榮 和 君   ７番  佐 俣 勝 彦 君 

       ８番  中 野 喜久勇 君   ９番  長谷川 儀 平 君 

      １０番  栁 澤 清 次 君  １１番  中 里 芳 久 君 

      １２番  山 田 邦 彦 君 

 

欠席議員 （１人） 

       ５番  富 岡 朝 男 君 

                                     

説明のため出席した者 

  町     長  茂 原 荘 一 君  副  町  長  森 平 仁 志 君 

  教  育  長  近 藤 秀 夫 君  会計管理者（会計課長）  大河原 敦 子 君 

  総 務 課 長  森 田   稔 君  企 画 課 長  富 田   浩 君 

  健 康 課 長  松 井   均 君  住 民 課 長  三 木 保 広 君 

  産 業 課 長  横 尾   弘 君  建 設 課 長  小 澤 嗣 生 君 

  水 道 課 長  関 口 幸 美 君  学校教育課長  山 﨑 ひづる 君 

  社会教育課長  齋 藤 淳 二 君 

                                  

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  丸 澤 直 樹    書     記  飯 塚 香 奈 
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○開会・開議 

   午後１時００分開会・開議 

◇議長（佐俣勝彦君） 議員の出席が定足数に達しておりますので、これより平成３０年

第１回甘楽町議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 順次、議事を進めます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１ 会議録署名議員の指名 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

 甘楽町議会会議規則第１２７条の規定により、議長から次の議員を指名いたします。第

１２番山田邦彦君、第１番黒澤篤君の両名といたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２ 会期の決定 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 本件につきましては、先に議会運営委員会が開かれておりますので、議会運営委員長中

里芳久君、登壇して報告を願います。 

◇議会運営委員長（中里芳久君） 報告いたします。議会運営委員会報告。議長の指名が

ありましたので、議会運営委員会の経過と結果について報告いたします。 

 去る３月２日に議会運営委員会を開き、本定例会の会期、日程等について協議をした結

果、会期については本日から１６日までの９日間とし、日程については議会速報で配付し

たとおりであります。 

 以上でありますが、この会期、日程等にご賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう

議員各位のご協力をお願い申し上げまして、報告といたします。 

 以上です。 

◇議長（佐俣勝彦君） お諮りいたします。 

 議会運営委員長の報告のとおり、本定例会の会期を本日から１６日までの９日間とする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から１６日までの９日

間と決定いたしました。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３ 諸般の報告 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 去る２月２１日、群馬県市町村会館において、群馬県町村議会議長会定期総会が開催さ

れ、出席いたしました。 

 本総会におきまして、平成２８年度群馬県町村議会議長会事業報告、一般会計歳入歳出

決算認定、平成３０年度事業計画、一般会計予算及び会費の賦課徴収方法についての５議

案が上程され、それぞれ原案のとおり承認可決されました。 

 また、別紙のとおり、お手元に配付いたしました「宣言」及び「決議」が行われました

ので、報告をいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４ 施政方針 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第４、施政方針を行います。 

 町長の発言を許します。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） それでは、平成３０年第１回甘楽町議会定例会の開会にあたり、

お許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げます。 

 去る３月１日には、甘楽町多世代サポートセンターが、町民の期待を受けてオープンの

運びとなりました。 

 また、「キラッとかんら観光キャンペーン」も始まりました。いよいよ希望の春、新た

なスタートの春でもあります。 

 議員の皆様におかれましては、引き続きご指導、ご支援をお願い申し上げますととも

に、極めてご多忙の中、ご出席を賜り、本定例会が開催できますことに心から厚くお礼を

申し上げます。 

 さて、早いもので、平成２９年度も締めくくりの時期を迎えました。この一年、議員の

皆様をはじめ多くの町民の皆様にご協力をいただき、平成２９年度予算に盛り込まれまし

た事業もほぼ予定どおりに進捗をしております。この場をお借りいたしまして、関係者の

皆様に深く感謝を申し上げます。 

 引き続き平成３０年度への取り組みを進めてまいりますので、議員の皆様におかれまし

ても一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 



7 

 

 さて、今定例会では、平成３０年度の各会計の当初予算をはじめ、条例の制定や改正、

そして平成２９年度の予算補正、人事案件など極めて重要な議案を多数ご提案申し上げま

す。 

 議員の皆様には、慎重な審議を通じまして、何とぞご理解の上、原案どおりご議決、そ

してご同意賜りますよう、あらかじめお願いを申し上げます。 

 これより上程申し上げます３６の議案、同意２件、諮問１件のうち、主なものの大要に

ついて申し上げをいたします。各議案の詳細につきましては、その都度、各課長に説明を

させますので、あらかじめのご了承の程お願い申し上げます。 

 議案第８号から第１４号までは、平成２９年度の各会計の補正予算であります。年度末

を控えて、事業の進捗による予算整理を行い、かつ必要な予算措置をお願いしたものであ

ります。 

 同意の第１号につきましては、任期満了に伴う教育委員会委員の任命であります。 

 同じく第２号につきましては、任期満了に伴う固定資産評価審査委員会委員の選任であ

ります。 

 諮問第１号につきましては、任期満了に伴う人権擁護委員の推薦であります。 

 そして、議案第１５号から第１８号は、条例の制定であります。このうち第１５号、第

１７号、第１８号は、優良企業の誘致や企業振興を図るために必要な条例を制定したいも

のであります。 

 議案第１９号から第３５号は、条例の一部改正であります。それぞれ制度の拡充や町民

の利便性の向上を図るため、改正及び国の上位法の改正に伴うものであります。 

 議案第３６号は、用途廃止に伴い、甘楽町道路線１路線の廃止をしたいものでありま

す。 

 議案第３７号から第４３号は、平成３０年度の各会計の当初予算であります。 

 このうち、議案第３７号 平成３０年度甘楽町一般会計予算につきましては、その大要

を説明し、併せて予算編成にあたっての所信の一端を申し上げ、議会及び町民の皆さんの

ご理解とご協力を賜りたく、お願いを申し上げます。 

 それでは、初めに当初予算編成にあたっての基本方針や財源について申し上げます。 

 町民の皆様が安全で安心して生活できることを町政の基本と考え、平成２４年度から

「キラッとかんら安心のまち」をキャッチフレーズに、「輝くまちづくり」を進めてまい

りました。 



8 

 

 甘楽町第５次総合計画「ＫＡＮＲＡプラン輝き」も、２９年度から１０年計画後半の５

年間になってまいりました。 

 平成３０年度予算におきましても、総合計画、甘楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略

を指針として事業を実施してまいりますので、ご協力の程よろしくお願いを申し上げま

す。 

 初めに、本町の財政状況でありますが、平成２９年度の町税収入の状況は、太陽光発電

設備の増加や機会設備の更新等により償却資産が増加し、固定資産税が増額見込みとな

り、前年度を若干でありますけれども上回る１４億５，１００万円程度を確保できる見通

しとなっております。 

 ３０年度については、個人町民税は減額を見込みましたが、法人町民税、固定資産税の

増額を見込み、町税全体では当初予算額で前年比の０．７％増額の１４億１，６３１万

５，０００円を計上いたしました。 

 国の３０年度地方財政対策では、地方の安定的な運営に必要な地方税、そして地方交付

税等の一般財源総額について、２９年度の計画を上回る総額を確保しております。 

 しかし、地方交付税の交付総額は、前年と比較して２．０％の減少となり、リーマンシ

ョック後の特別加算も廃止となりますので、普通交付税額は前年より２，５００万円少な

い１４億５，０００万円を見込んでおるところであります。 

 このような町税・地方交付税の歳入見込みの中で、平成３０年度予算編成にあたって

は、厳しい財政状況を深く認識し、限られた財源を重点的かつ効率的に執行するために、

甘楽町第５次総合計画「ＫＡＮＲＡプラン輝き」に基づく施策、地方創生を推進する予算

といたしました。 

 この結果、平成３０年度一般会計当初予算の総額は、４８億４，６００万円で、前年度

当初予算と比較して４．７％の減額となりました。 

 それでは、予算案の重点事業について申し上げます。 

 １つ目は、「にこにこ甘楽」の運営であります。 

 「にこにこ甘楽」は、保健センター機能と福祉センター機能を兼ね備え、さらに子育て

支援センターと地域包括支援センターを加えた、小さな子どもから高齢者までの多世代に

わたる交流施設として、子育て、生きがいづくり、健康づくりの拠点となる施設でありま

す。 

 保育士の配置や子育ての相互援助活動を行うファミリー・サポート・センター事業を新
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規に実施し、かんら保育園、そして各幼稚園とともに子育て支援事業の充実をこれからも

図ってまいります。 

 ２つ目は、甘楽パーキングエリアスマートインターチェンジの整備事業であります。 

 昨年８月に、国土交通省より甘楽パーキングエリアスマートインターチェンジが新規事

業箇所に選定をされました。一般道路と高速道路との連結許可を得たところであります。 

 平成３４年度の開通に向けて、３０年度は測量設計・設計監理委託料、そして土地の購

入費、移転補償費等を計上いたしました。 

 スマートインターチェンジの開設は、町民皆さんの利便性の向上はもちろんのこと、群

馬県企業局が進めている金井地区の甘楽第一産業団地の企業誘致を有利に進められるとと

もに、雇用の創出、町内企業の振興、観光客の誘致に寄与するとともに、金井北住宅団地

造成をはじめとする定住者の増加に繋がるものと確信をしておるところであります。 

 ３つ目は、甘楽町文化会館の改修でございます。 

 開館から２０年を超え、設備等が老朽化しておりますので、本年度においては、舞台音

響設備の改修と館内のタイルカーペットの張り替え工事を実施いたします。 

 改修費の財源といたしましては、各実施事業入場料の他、公共施設等適正管理推進事業

債、そしてふるさとづくりの寄附金を活用してまいりたいと思っております。 

 今後におきましても、計画的な施設改修を行うとともに、維持管理費の縮減を図りなが

ら、魅力ある催しを開催し、多くの皆様に足を運んでいただき、愛される文化会館の施設

を目指します。 

 次に、予算区分別の主な新規事業について、申し上げます。 

 まず、総務費では、住民の利便性の向上を図るため、コンビニ収納を平成３１年度より

開始いたしますが、そのシステム改修費を計上いたしました。これにより、２４時間いつ

でも納税等が可能となり、収納率の向上、滞納額の縮減が期待できるところであります。 

 また、平成３１年２月１日には、町政発足６０周年を迎えるため、記念事業に取り組ん

でまいります。 

 民生費では、少子化対策推進事業として、低所得者の婚姻に伴う新生活を支援するた

め、結婚新生活支援事業を継続し、本年度については多くの方に支援ができるよう、町独

自の所得制限緩和を行います。 

 また、不足している保育士を確保するため、臨時職員の賃金確保、保育環境の充実を図

ってまいります。 
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 高齢者対策では、高齢者の見守りを兼ねた移動販売事業補助金を新設し、高齢者の見守

り活動を兼ねて、買い物弱者を支援いたします。 

 衛生費では、継続して実施しております不妊の治療費・不育の治療補助に加えて、新生

児聴覚検査補助を新設し、子どもの出生の支援、そして育児支援に努めてまいります。 

 農林水産業費では、中山間地域所得向上事業交付金を活用して、有害鳥獣による農作物

等の被害防止策として、金網柵の設置を実施してまいります。 

 有害鳥獣が増加傾向にある中、農作物被害は農業者にとって深刻な問題であります。金

網柵を設置することで、農作物等の生産・販売を支援し、農業者の所得向上につなげてい

きたいと考えております。 

 商工費では、企業支援策として一定規模以上の土地の購入費や設備投資を行った企業に

対し、企業誘致促進事業補助金を交付して、町外からの企業進出を推進するとともに、町

内企業の増設も支援をいたします。これにより、企業の進出や規模拡大を促進し、雇用の

創出に努めてまいります。 

 また、観光面では、せせらぎの路の整備工事を実施して、観光施設の充実を図り、観光

客の誘致に努めます。 

 その他、中小企業退職金共済加入促進補助金制度を新設し、退職金共済制度加入を促進

し、中小企業の従業員の福祉増進と雇用の安定を図ります。 

 土木費では、町道天王・下平線、笹浦２号線等の道路新設改良工事の実施を予定してお

ります。 

 また、木造住宅耐震診断委託、木造住宅耐震工事、木造住宅の耐震シェルター設置に伴

う補助制度を新設いたします。 

 消防費につきましては、平成２９年４月より消防団組織が再編成されました。今年度、

消防ポンプ自動車を１台購入いたしましたが、３０年度は、第一分団第一部の詰所を建設

し、消防設備の充実と消防力の強化を図ります。 

 続いて、教育費でありますが、英語教育に現在、ＡＬＴ３名を配置しておりますが、小

学校の英語授業の教科化に先んずべく、ＡＬＴを１名増員して４名とし、すべての小中学

校にＡＬＴを１名ずつ配置し、英語授業の充実を図ってまいります。 

 さらに、中学生の英語力を伸ばすため、英語検定受験料を中学３年生に補助しておりま

すけれども、これを１、２年生にも拡大し、国際化に対応した人づくりのための英語教育

に取り組みます。 
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 また、教育施設の長寿命化を図るため、個別の施設管理計画を策定し、計画的な施設の

改修、そして維持管理経費の平準化に努めてまいります。 

 続きまして、特別会計について申し上げます。 

 特別会計は、甘楽町国民健康保険事業特別会計予算など５件、そして企業会計は水道事

業会計１件になります。 

 主な特徴は、国民健康保険事業特別会計では、制度改革により、町と県が共同保険者と

なることから、一部の予算が県の歳入・歳出となるため、町の予算としては前年度比３億

３，４００万円の減額となります。 

 農業集落排水事業特別会計では、処理施設の機能診断調査を実施し、今後の維持管理計

画を策定してまいります。 

 公共下水道事業特別会計では、老朽化した管路により事故が発生し、処理施設内に影響

を及ぼすことが無いよう、管路内をカメラで調査する費用を計上し、事故防止策に努めて

まいります。 

 以上が、平成３０年度の当初予算についての大要であります。 

 一般会計当初予算は、今年度も財源確保のため、財源調整基金を繰り入れざるを得ない

厳しい財政状況でありますけれども、予算執行にあたっては、財政状況の変化により、柔

軟に対応し、実施事業の取捨選択や経常経費のより一層の圧縮を進め、必要な予算は確保

しながら健全な財政運営に努めていく所存であります。 

 以上、平成３０年第１回甘楽町議会定例会の開会にあたり、町政の推進にあたって私の

所信の一端を申し上げるとともに、議案の大要についてご説明をさせていただきました。 

 本町財政は、今後も厳しい状況に変わりはありませんが、只今申し上げましたとおり、

町民の生活の向上のためにしっかりと取り組み、来たる町政６０周年に向かい、安全で安

心して住める町、元気と賑わいのあるまちづくりに努めてまいりたいと考えておりますの

で、議員の皆様並びに町民の皆様の深いご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上

げ、ご挨拶といたします。ありがとうございました。 

◇議長（佐俣勝彦君） 施政方針が終わりました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第５ 請願の委員会付託 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第５、請願の委員会付託を行います。 

 お手元に配付の文書表のとおり、総務文教常任委員会に付託いたします。 
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 総務文教常任委員会は、本定例会の会期中にご審議の上、報告願います。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第６ 議案第８号 平成２９年度甘楽町一般会計補正予算（第５号） 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第６、議案第８号 平成２９年度甘楽町一般会計補正予算

（第５号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 企画課長。 

◇企画課長（富田 浩君） 補正予算書１ページをお願いいたします。議案第８号 平成

２９年度甘楽町一般会計補正予算（第５号）。平成２９年度甘楽町一般会計補正予算（第

５号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額

から歳入歳出それぞれ１億６，８４０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ５１億４，６１０万円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によ

る。繰越明許費。第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して

使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。地方債の補正。第３条、

地方債の補正は、「第３表 地方債補正」による。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂

原荘一。 

 次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願い

いたします。歳入。１款町税２，２９８万４，０００円。９款地方特例交付金１２７万

円。１３款使用料及び手数料、減額９４０万２，０００円。１４款国庫支出金、減額５，

８９５万１，０００円。１５款県支出金、減額２，７０６万１，０００円。１６款財産収

入１６５万９，０００円。１８款繰入金、減額１億６４１万円。２０款諸収入２，０１１

万１，０００円。２１款町債、減額１，２６０万円。歳入金額。補正前の額５３億１，４

５０万円。補正額、減額１億６，８４０万円。計５１億４，６１０万円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。２款総務費２，８５５万８，０００円。３款民

生費、減額１，０４４万４，０００円。４款衛生費２１万１，０００円。６款農林水産業

費、減額４，６２９万８，０００円。７款商工費、減額１２１万４，０００円。８款土木

費、減額１億３，２９６万円。９款消防費、減額１３９万円。１０款教育費、減額４８６

万３，０００円。歳出合計。補正前の額５３億１，４５０万円。補正額、減額１億６，８

４０万円。計５１億４，６１０万円。 
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 ４ページ、５ページをお願いいたします。 

 「第２表 繰越明許費」。款、項、事業名、金額でお願いいたします。８款土木費、２

項道路橋梁費、道路新設改良事業１，０５４万５，０００円。８款土木費、２項道路橋梁

費、甘楽パーキングエリアスマートインターチェンジ整備事業２，１０８万円。８款土木

費、４項都市計画費、歴史的風致形成建造物改修事業５００万円。 

 「第３表 地方債補正」。変更。記載の目的、補正前限度額、補正後限度額でお願いい

たします。公共事業等債広域基幹林道整備事業、１，１７０万円、ゼロ円。防災基盤整備

事業、１，７２０万円、１，６８０万円。緊急防災・減災対策事業、６００万円、５５０

万円。記載の方法、利率、償還の方法は、変更ございません。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第７ 議案第９号 平成２９年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第７、議案第９号 平成２９年度甘楽町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 補正予算書の４６ページをお願いいたします。議案第９号 

平成２９年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）。平成２９年度甘楽町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予

算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６，９７９万円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億４，７３４万７，０００円とする。第

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成３０年３月８日提出。甘楽町

長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願い

いたします。歳入。１款国民健康保険税１０１万７，０００円。３款国庫支出金、減額

４，４０５万６，０００円。４款療養給付費等交付金、減額１，１５８万円。６款県支出

金、減額１，０２２万８，０００円。７款共同事業交付金、減額６，８６４万７，０００

円。１０款繰入金１６３万円。１１款繰越金６，２０７万４，０００円。歳入合計。補正
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前の額１８億１，７１３万７，０００円。補正額、減額６，９７９万円。計１７億４，７

３４万７，０００円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。２款保険給付費、減額３，５４０万円。３款後

期高齢者支援金等、ゼロ円。６款介護納付金、減額８０万円。７款共同事業拠出金、減額

４，０６１万４，０００円。８款保険事業費、減額１５０万円。１１款諸支出金８５２万

４，０００円。歳出合計。補正前の額１８億１，７１３万７，０００円。補正額、減額

６，９７９万円。計１７億４，７３４万７，０００円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第８ 議案第１０号 平成２９年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号） 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第８、議案第１０号 平成２９年度甘楽町介護保険事業特別

会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 補正予算書の６５ページをお願いいたします。議案第１０号

 平成２９年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）。平成２９年度甘楽町介

護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補

正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，３７２万５，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億３，７２２万７，０００円とする。第

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成３０年３月８日提出。甘楽町

長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願い

をいたします。歳入。１０款繰越金１，３７２万５，０００円。歳入合計。補正前の額１

２億２，３５０万２，０００円、補正額１，３７２万５，０００円、計１２億３，７２２

万７，０００円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。４款基金積立金１，３７２万５，０００円。歳

出合計。補正前の額１２億２，３５０万２，０００円、補正額１，３７２万５，０００

円、計１２億３，７２２万７，０００円。 



15 

 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第９ 議案第１１号 平成２９年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号） 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第９、議案第１１号 平成２９年度甘楽町農業集落排水事業

特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 補正予算書の７６ページをお願いいたします。議案第１１号

 平成２９年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）。平成２９年度甘楽

町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳出

予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２，８９５万９，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５，４６３万７，０００円と

する。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。地方債の補正。第２条、

地方債の補正は、「第２表 地方債補正」による。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂

原荘一。 

 次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願い

いたします。歳入。２款繰入金、減額６３万７，０００円。５款県支出金、減額１，５０

２万２，０００円。７款町債、減額１，３３０万円。歳入合計。補正前の額１億８，３５

９万６，０００円。補正額、減額２，８９５万９，０００円。計１億５，４６３万７，０

００円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。１款農業集落排水事業費、減額２，８９８万

円。２款公債費２万１，０００円。歳出合計。補正前の額１億８，３５９万６，０００

円。補正額、減額２，８９５万９，０００円。計１億５，４６３万７，０００円。 

 次のページをお願いいたします。「第２表 地方債補正」。変更。記載の目的、農業集

落排水事業債。補正前の限度額２，１７０万円。 

 次のページ、８０ページをお願いします。補正後の限度額８４０万円。記載の方法、利

率、償還の方法は変更ありません。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１０ 議案第１２号 平成２９年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１０、議案第１２号 平成２９年度甘楽町公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 補正予算書の９１ページをお願いいたします。議案第１２号

 平成２９年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）。平成２９年度甘楽町

公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算

の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２，７９７万５，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億８，３５３万２，０００円とす

る。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。地方債の補正。第２条、地

方債の補正は、「第２表 地方債補正」による。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原

荘一。 

 次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願い

いたします。歳入。１款分担金及び負担金１，１１２万５，０００円。２款使用料及び手

数料２４０万円。３款国庫支出金６５０万円。４款繰入金、減額２，２４６万円。６款諸

収入、減額７５０万円。７款町債、減額１，６７９万円。８款県支出金、減額１２５万

円。歳入合計。補正前の額５億１，１５０万７，０００円。補正額、減額２，７９７万

５，０００円。計４億８，３５３万２，０００円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。１款公共下水道費、減額２，４６２万２，００

０円。２款公債費、減額３３５万３，０００円。歳出合計。補正前の額５億１，１５０万

７，０００円。補正額、減額２，７９７万５，０００円。計４億８，３５３万２，０００

円。 

 次のページをお願いいたします。「第２表 地方債補正」。記載の目的、補正前の限度

額、補正後の限度額の順で申し上げます。流域下水道整備事業、２２９万円。右側のペー

ジの限度額１５０万円。特定環境保全公共下水道整備事業１億１，４１０万円を９，８１

０万円に補正したいものでございます。記載の方法、利率、償還の方法は変更ございませ
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ん。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１１ 議案第１３号 平成２９年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１１、議案第１３号 平成２９年度甘楽町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 補正予算書の１０８ページをお願いいたします。議案第１３

号 平成２９年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。平成２９年度甘楽

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予

算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６４万８，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３，０８８万７，０００円とする。第２

項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成３０年３月８日提出。甘楽町長

茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願い

いたします。歳入。３款諸収入６４万８，０００円。歳入合計。補正前の額１億３，０２

３万９，０００円、補正額６４万８，０００円、計１億３，０８８万７，０００円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。３款諸支出金６４万８，０００円。歳出合計。

補正前の額１億３，０２３万９，０００円、補正額６４万８，０００円、計１億３，０８

８万７，０００円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１２ 議案第１４号 平成２９年度甘楽町水道事業会計補正予算（第３号） 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１２、議案第１４号 平成２９年度甘楽町水道事業会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 
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◇水道課長（関口幸美君） 補正予算書の１１９ページをお願いいたします。議案第１４

号 平成２９年度甘楽町水道事業会計補正予算（第３号）。第１条、平成２９年度甘楽町

水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。収益的収入及び支出。第

２条、平成２９年度甘楽町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正する。支出。科目、第１款上水道事業費用、補正予定額５００万円。支

出合計。既決予定額２億４，７９５万９，０００円。補正予定額５００万円。計２億５，

２９５万９，０００円。資本的収入及び支出。第３条、予算第４条本文括弧書中「資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額」１億２，０１３万５，０００円を１億２，３６

１万５，０００円に改め、「過年度分損益勘定留保資金」１億１，６９１万３，０００円

を１億２，０３９万３，０００円に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。収

入。科目、第１款資本的収入。既決予定額６２７万円。補正予定額、減額３４８万円。計

２７９万円。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１３ 同意第１号 甘楽町教育委員会委員の任命について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１３、同意第１号 甘楽町教育委員会委員の任命について

を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） それでは、議案書の方をお願いいたします。同意第１号 甘楽町

教育委員会委員の任命について。下記の者を甘楽町教育委員会の委員に任命したいから、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、町議会の同意を求

める。 

 記。住所、甘楽町大字福島１１４４番地の２。氏名、齋藤満知子。生年月日、昭和２７

年８月４日。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由でありますが、甘楽町教育委員会委員齋藤満知子氏が、平成３０年４月６日を

もって任期満了となるためであります。齋藤満知子氏の経歴書については、裏面に記載の

とおりであります。どうぞよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１４ 同意第２号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
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◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１４、同意第２号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の

選任についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 続きまして、同意第２号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の

選任について。下記の者を甘楽町固定資産評価審査委員会の委員に選任したいから、地方

税法第４２３条第３項の規定により、町議会の同意を求める。 

 記。住所は甘楽町大字秋畑５０７４番地。氏名は中野惣一。生年月日は昭和２２年１０

月５日。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由でありますが、甘楽町固定資産評価審査委員会委員中野惣一氏が、平成３０年

４月５日をもって任期満了となるためであります。中野惣一氏の経歴書については、裏面

に記載のとおりでありますので、ご覧をいただければと思います。どうぞよろしくお願い

します。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１５ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１５、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることについてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て。下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、町議会の意見を求める。 

 記。住所、甘楽町大字造石１９８番地の１。氏名、松本悟美。生年月日は昭和２６年５

月１５日。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由でありますが、人権擁護委員の松本悟美氏が、平成３０年６月３０日をもって

任期満了となるため。松本氏の経歴書につきましては、裏面に記載のとおりであります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１６ 議案第１５号 甘楽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基

盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の制

定について 
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◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１６、議案第１５号 甘楽町地域経済牽引事業の促進によ

る地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の制定につい

てを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 住民課長。 

◇住民課長（三木保広君） それでは、７ページをお願いいたします。議案第１５号 甘

楽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税

の特例に関する条例の制定について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成３０年３

月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。固定資産税の優遇措置を行い、優良企業を誘致するため。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１７ 議案第１６号 甘楽町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準を定める条例の制定について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１７、議案第１６号 甘楽町指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 議案書の１０ページをお願いいたします。議案第１６号 甘

楽町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定につい

て。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等に関する基準等を定める

ため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１８ 議案第１７号 甘楽町小規模企業振興条例の制定について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１８、議案第１７号 甘楽町小規模企業振興条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 産業課長。 
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◇産業課長（横尾 弘君） ２３ページをお願いいたします。議案第１７号 甘楽町小規

模企業振興条例の制定について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成３０年３月８

日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。小規模企業の振興と活性化を図るため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１９ 議案第１８号 甘楽町地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定につ

いて 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１９、議案第１８号 甘楽町地区計画等の案の作成手続に

関する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 建設課長。 

◇建設課長（小澤嗣生君） ２６ページをご覧ください。議案第１８号 甘楽町地区計画

等の案の作成手続に関する条例の制定について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平

成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。建築物の用途の制限等を行うことにより、周辺環境と調和した計画的で良好

な産業団地等の形成を図るためでございます。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２０ 議案第１９号 甘楽町企業誘致促進条例の全部を改正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２０、議案第１９号 甘楽町企業誘致促進条例の全部を改

正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 産業課長。 

◇産業課長（横尾 弘君） ２９ページをお願いいたします。議案第１９号 甘楽町企業

誘致促進条例の全部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成

３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。優遇措置を拡大し、企業の町内進出等を促すため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 
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○日程第２１ 議案第２０号 甘楽町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２１、議案第２０号 甘楽町個人情報保護条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（森田 稔君） 議案書の３３ページをお願いいたします。議案第２０号 甘

楽町個人情報保護条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出す

る。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。個人情報の保護に関する法律等の一部改正に伴い、個人情報の定義の明確化

等を図るため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２２ 議案第２１号 甘楽町ふるさとづくり寄附金条例の一部を改正する条例に

ついて 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２２、議案第２１号 甘楽町ふるさとづくり寄附金条例の

一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 企画課長。 

◇企画課長（富田 浩君） 議案書の３６ページをお願いいたします。議案第２１号 甘

楽町ふるさとづくり寄附金条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとお

り提出する。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。寄附金を充当する事業区分に「子育て支援に関する事業」を追加するため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２３ 議案第２２号 甘楽町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例

に関する条例の一部を改正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２３、議案第２２号 甘楽町地方活力向上地域における固

定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 住民課長。 
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◇住民課長（三木保広君） 議案書３８ページをお願いいたします。議案第２２号 甘楽

町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例

について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原

荘一。 

 提案理由。地域再生法の一部改正に伴う改正のため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２４ 議案第２３号 甘楽町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２４、議案第２３号 甘楽町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 住民課長。 

◇住民課長（三木保広君） それでは、４０ページをお願いいたします。議案第２３号 

甘楽町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提

出する。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。地方税法の一部改正に伴い、県が国民健康保険の財政責任主体となるため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２５ 議案第２４号 甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２５、議案第２４号 甘楽町学童保育所の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 議案書の４３ページをお願いいたします。議案第２４号 甘

楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案

を別紙のとおり提出する。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。遠方に通勤する保護者等の利便性向上を図るため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 
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○日程第２６ 議案第２５号 甘楽町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２６、議案第２５号 甘楽町国民健康保険条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 議案書の４５ページをお願いいたします。議案第２５号 甘

楽町国民健康保険条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出す

る。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。国民健康保険法施行令の一部改正に伴う改正のため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２７ 議案第２６号 甘楽町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２７、議案第２６号 甘楽町後期高齢者医療に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 議案書の４７ページをお願いいたします。議案第２６号 甘

楽町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のと

おり提出する。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う改正のため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２８ 議案第２７号 甘楽町福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例

について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２８、議案第２７号 甘楽町福祉医療費支給に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 議案書の４９ページをお願いいたします。議案第２７号 甘
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楽町福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のと

おり提出する。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う改正のため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２９ 議案第２８号 甘楽町介護保険条例の一部を改正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２９、議案第２８号 甘楽町介護保険条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 議案書の５１ページをお願いいたします。議案第２８号 甘

楽町介護保険条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。

平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。介護保険料の改定のため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３０ 議案第２９号 甘楽町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いて 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第３０、議案第２９号 甘楽町指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 議案書の５３ページをお願いいたします。議案第２９号 甘

楽町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。

上記の議案を別紙のとおり提出する。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。介護保険法の一部改正に伴う改正のため。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３１ 議案第３０号 甘楽町指定地域密着型サービスの事業の人員、設置及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

て 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第３１、議案第３０号 甘楽町指定地域密着型サービスの事

業の人員、設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 議案書の５６ページをお願いいたします。議案第３０号 甘

楽町指定地域密着型サービスの事業の人員、設置及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成３０年３月８日提

出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。介護保険法の一部改正に伴う改正のため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３２ 議案第３１号 甘楽町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

置及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第３２、議案第３１号 甘楽町指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設置及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを

議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 議案書の６６ページをお願いいたします。議案第３１号 甘

楽町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設置及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
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の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成３０年３月８

日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。介護保険法の一部改正に伴う改正のため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３３ 議案第３２号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につい

て 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第３３、議案第３２号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 産業課長。 

◇産業課長（横尾 弘君） 議案書の６９ページをお願いいたします。議案第３２号 甘

楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提

出する。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。借換制度を継続実施するため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３４ 議案第３３号 農業体験実習施設等の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第３４、議案第３３号 農業体験実習施設等の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 産業課長。 

◇産業課長（横尾 弘君） 議案書の７１ページをお願いいたします。議案第３３号 農

業体験実習施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議

案を別紙のとおり提出する。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。利用料金の適正化による、利用者の利便性を図るため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３５ 議案第３４号 甘楽町都市公園条例の一部を改正する条例について 
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◇議長（佐俣勝彦君） 日程第３５、議案第３４号 甘楽町都市公園条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 建設課長。 

◇建設課長（小澤嗣生君） 議案書の７４ページをお願いいたします。議案第３４号 甘

楽町都市公園条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。

平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。都市公園法の一部改正に伴う改正のため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３６ 議案第３５号 甘楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第３６、議案第３５号 甘楽町特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題と

いたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 学校教育課長。 

◇学校教育課長（山﨑ひづる君） 議案書７６ページをお願いいたします。議案第３５号

 甘楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成３０年３月８日

提出。甘楽町長茂原荘一。 

 提案理由。特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正

に伴う改正のためでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３７ 議案第３６号 甘楽町道路線の廃止について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第３７、議案第３６号 甘楽町道路線の廃止についてを議題

といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 建設課長。 
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◇建設課長（小澤嗣生君） 議案書７８ページをお願いいたします。議案第３６号 甘楽

町道路線の廃止について。道路法第１０条の規定に基づき、甘楽町道路線を下記のとおり

廃止する。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 記。廃止する路線。路線名、中道線。起点、小幡字中道１６９番地２から。終点、小幡

字中道１７３番地１まで。重要な経過地、なし。整理番号、５１７６。 

 提案理由。用途廃止に伴い廃止するものです。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３８ 議案第３７号 平成３０年度甘楽町一般会計予算 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第３８、議案第３７号 平成３０年度甘楽町一般会計予算を

議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 企画課長。 

◇企画課長（富田 浩君） 甘楽町予算書の１ページをお願いいたします。議案第３７号

 平成３０年度甘楽町一般会計予算。平成３０年度甘楽町一般会計の予算は、次に定める

ところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４８億

４，６００万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、「第１表 歳入歳出予算」による。債務負担行為。第２条、地方自治法第２１４条の

規定により、債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担

行為」による。地方債。第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことが

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」による。一時借入金。第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は３億円と定める。歳出予算の流用。第５条、地方自治法第２

２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができ

る場合は、次のとおりと定める。第１号。各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平

平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。「第１表、歳入歳出予算」。款、金額でお願いいたし

ます。１款町税１４億１，６３１万５，０００円。２款地方譲与税７，０００万円。３款

利子割交付金２００万円。４款配当割交付金４００万円。５款株式等譲渡所得割交付金２
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００万円。６款地方消費税交付金２億２，０００万円。７款ゴルフ場利用税交付金４，３

００万円。８款自動車取得税交付金２，０００万円。９款地方特例交付金７００万円。１

０款地方交付税１５億５，０００万円。１１款交通安全対策特別交付金１３０万円。１２

款分担金及び負担金１５８万６，０００円。１３款使用料及び手数料１億６，００３万

８，０００円。 

 次のページをお願いいたします。１４款国庫支出金３億８，４０３万２，０００円。１

５款県支出金３億１，８７２万８，０００円。１６款財産収入２３４万１，０００円。１

７款寄附金３，５４０万円。１８款繰入金１億２，４５３万４，０００円。１９款繰越金

１億円。２０款諸収入１億２，２２２万６，０００円。２１款町債２億６，１５０万円。

歳入合計４８億４，６００万円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。１款議会費７，７６６万８，０００円。２款総

務費７億３，９５５万２，０００円。３款民生費１３億２８３万７，０００円。４款衛生

費４億６８４万４，０００円。５款労働費１万７，０００円。６款農林水産業費３億２，

６７１万１，０００円。７款商工費１億３，０４８万円。８款土木費５億３，２４０万

円。９款消防費２億８，４３０万５，０００円。１０款教育費６億７，４７９万５，００

０円。 

 次のページをお願いいたします。１１款災害復旧費１万１，０００円。１２款公債費３

億６，０３８万円。１３款予備費１，０００万円。歳出合計４８億４，６００万円。 

 次ページをお願いいたします。「第２表、債務負担行為」。事項、甘楽町固定資産税土

地評価業務委託事業。期間、平成３１年度から平成３２年度まで。限度額、１，１４９万

２，０００円。 

 「第３表、地方債」。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法でお願いい

たします。臨時財政対策、１億９，０００万円、証書借入または証券発行、年３．０％以

内、政府資金その他借入先の融資条件によるものとする。ただし、町財政の都合により、

据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができ

る。 

 以下の、起債の方法、利率、償還の方法は同様でございますので、省略させていただき

ます。 

 防災整備基盤事業、１，３５０万円。緊急防災・減災対策事業、８１０万円。公共施設

等適正管理推進事業、４，９９０万円。合計、２億６，１５０万円。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３９ 議案第３８号 平成３０年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第３９、議案第３８号 平成３０年度甘楽町国民健康保険事

業特別会計予算を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 当初予算書の２２４ページをお願いいたします。議案第３８

号 平成３０年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算。平成３０年度甘楽町国民健康保

険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ１４億８，１００万円と定める。第２項、歳入歳出予算の

款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。一時借入金。

第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は

２，０００万円と定める。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。款、金額でお願いをいたしま

す。歳入。１款国民健康保険税３億８，０１１万５，０００円。２款使用料及び手数料

１，０００円。３款国庫支出金２，０００円。４款療養給付費等交付金１，０００円。５

款県支出金１０億１，２３３万５，０００円。６款財産収入４万８，０００円。７款寄附

金１，０００円。８款繰入金８，７３８万７，０００円。９款繰越金１，０００円。１０

款諸収入１１０万９，０００円。歳入合計１４億８，１００万円。 

 ２２７ページをお願いいたします。歳出。１款総務費１，０８８万２，０００円。２款

保険給付費９億８，５２０万２，０００円。３款国民健康保険事業費納付金４億５，１２

３万４，０００円。４款共同事業拠出金１，０００円。５款保健事業費２，５４３万４，

０００円。６款基金積立金４万８，０００円。７款公債費１，０００円。８款諸支出金２

６９万８，０００円。９款予備費５５０万円。 

 次のページをお願いいたします。歳出合計１４億８，１００万円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４０ 議案第３９号 平成３０年度甘楽町介護保険事業特別会計予算 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第４０、議案第３９号 平成３０年度甘楽町介護保険事業特
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別会計予算を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 当初予算書の２５７ページをお願いいたします。議案第３９

号 平成３０年度甘楽町介護保険事業特別会計予算。平成３０年度甘楽町介護保険事業特

別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ１１億６，０００万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区

分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。一時借入金。第２条、

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は２，００

０万円と定める。平成３０年３月８日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。款、金額でお願いいたしま

す。歳入。１款保険料２億５，８８８万８，０００円。２款分担金及び負担金９６万２，

０００円。３款国庫支出金２億６，４４０万１，０００円。４款支払基金交付金３億９９

万９，０００円。５款県支出金１億６，８９０万円。６款財産収入１万円。７款寄附金

１，０００円。８款繰入金１億６，５５５万２，０００円。９款諸収入１８万６，０００

円。１０款繰越金１０万円。１１款町債１，０００円。歳入合計１１億６，０００万円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。１款総務費９８９万４，０００円。２款保険給

付費１０億７，９８６万１，０００円。３款地域支援事業費６，７５３万１，０００円。

４款基金積立金１万円。５款公債費１０万円。６款諸支出金２０万４，０００円。７款予

備費２４０万円。歳出合計１１億６，０００万円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４１ 議案第４０号 平成３０年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第４１、議案第４０号 平成３０年度甘楽町農業集落排水事

業特別会計予算を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 予算書の２９６ページをお願いいたします。議案第４０号 

平成３０年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算。平成３０年度甘楽町農業集落排水事

業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の
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総額は、歳入歳出それぞれ１億６，９００万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の

区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。地方債。第２条、地

方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。平成３０年３月８

日提出。甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。「第１表、歳入歳出予算」。款、金額でお願いいたし

ます。歳入。第１款使用料及び手数料２，５９９万５，０００円。２款繰入金１億８１９

万円。３款繰越金５０万円。４款諸収入１１１万１，０００円。５款県支出金２，０５０

万４，０００円。６款町債１，２７０万円。歳入合計１億６，９００万円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。１款農業集落排水事業費７，４６４万５，００

０円。２款公債費９，３８５万５，０００円。３款予備費５０万円。歳出合計１億６，９

００万円。 

 次のページをお願いいたします。「第２表、地方債」。起債の目的、農業集落排水事

業。限度額、１，２７０万円。起債の方法、証書借入または証券発行。利率、年３．０％

以内。償還の方法、政府資金その他借入先の融資条件によるものとする。ただし、町財政

の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借り換え

ることができる。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４２ 議案第４１ 平成３０年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第４２、議案第４１号 平成３０年度甘楽町公共下水道事業

特別会計予算を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） ３３１ページをお願いいたします。議案第４１号 平成３０

年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算。平成３０年度甘楽町公共下水道事業特別会計の

予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ５億１，５４０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。地方債。第２条、地方自治法第２

３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方
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法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。平成３０年３月８日提出。甘楽

町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。「第１表、歳入歳出予算」。款と金額でお願いいたし

ます。歳入。第１款分担金及び負担金７８７万円。２款使用料及び手数料１億２１３万

３，０００円。３款国庫支出金８，５００万円。４款繰入金２億７３３万５，０００円。

５款繰越金５０万円。６款諸収入２，０００円。７款町債１億１，１０６万円。８款県支

出金１５０万円。歳入合計５億１，５４０万円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。１款公共下水道費３億２５５万円。２款公債費

２億１，２３５万円。３款予備費５０万円。歳出合計５億１，５４０万円。 

 次のページをお願いいたします。「第２表、地方債」。起債の目的、限度額で申し上げ

ます。記載の目的、流域下水道整備事業、４１６万円。特定環境保全公共下水道整備事

業、１億６９０万円。合計１億１，１０６万円。記載の方法、証書借入または証券発行。

利率、年３．０％以内。償還の方法、政府資金その他借入先の融資条件によるものとす

る。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還また

は低利に借り換えることができる。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４３ 議案第４２号 平成３０年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第４３、議案第４２号 平成３０年度甘楽町後期高齢者医療

特別会計予算を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（松井 均君） 当初予算書の３８４ページをお願いいたします。議案第４２

号 平成３０度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算。平成３０年度甘楽町後期高齢者医療

特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総

額は、歳入歳出それぞれ１億３，８００万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区

分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。平成３０年３月８日提

出。甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。歳入。款、金額でお願いいた

します。１款後期高齢者医療保険料８，６０７万１，０００円。２款繰入金５，０７３万
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３，０００円。３款諸収入６２万６，０００円。４款繰越金１６万７，０００円。５款国

庫支出金４０万３，０００円。歳入合計１億３，８００万円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。１款総務費１９７万３，０００円。２款後期高

齢者医療広域連合納付金１億３，５５４万４，０００円。３款諸支出金３１万６，０００

円。４款予備費１６万７，０００円。歳出合計１億３，８００万円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４４ 議案第４３号 平成３０年度甘楽町水道事業会計予算 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第４４、議案第４３号 平成３０年度甘楽町水道事業会計予

算を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） ３９９ページをお願いいたします。議案第４３号 平成３０

年度甘楽町水道事業会計予算。総則。第１条、平成３０年度水道事業会計の予算は、次に

定めるところによる。業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。第

（１）号、給水戸数５，２９０戸。第（２）号、年間総給水量１６９万５，０００立方メ

ートル。（３）号、１日平均給水量４，６４４立方メートル。（４）号、主要な建設改良

事業８，１３２万４，０００円。収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予

定額は、次のとおりと定める。収入。第１款上水道事業収益２億５，２６０万円。第２款

簡易水道事業収益１，１７０万円。収入合計２億６，４３０万円。支出。第１款上水道事

業費用２億３，３４０万円。第２款簡易水道事業費用１，９９０万円。支出合計２億５，

３３０万円。資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり

と定める。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億２，９００万２，０００円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４９８万円、過年度分損益勘定留保

資金１億２，４０２万２，０００円で補てんするものとする。 

 次のページをお願いいたします。収入。第１款資本的収入２４７万円。支出。第１款資

本的支出１億３，１４７万２，０００円。議会の議決を経なければ流用することができな

い経費。第５条、次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。第（１）号、職員給与費５，１３４万６，０００円。（２）号、交際費
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２万円。他会計からの補助金。第６条、水道事業実施のため、一般会計からこの会計へ補

助を受ける金額は、３０万３，０００円である。たな卸資産購入限度額。第７条、たな卸

資産の購入限度額は、４５６万１，０００円と定める。平成３０年３月８日提出。甘楽町

長茂原荘一。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（佐俣勝彦君） 提案者の説明が終了いたしました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○散  会 

◇議長（佐俣勝彦君） 本日はこれにて散会といたします。 

   午後２時３５分散会 


